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地方公共団体におけるメンタルヘルス対策の取組の推進等について（通知） 
 

地方公共団体が、様々な諸課題に適切に対応し住民の要望に応えていくためには、地方公共

団体の職員一人ひとりが心身共に健康で、その能力を十分発揮できることが求められます。 

しかしながら、一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会（以下、安衛協という。）が毎年

実施している「地方公務員健康状況等の現況」によれば、メンタルヘルス不調による休務者は、

１０年前の約１．５倍、１５年前の約２．１倍となっており、また、当室が本年度実施した「地

方公務員のメンタルヘルス対策に係るアンケート調査」においても、近年、メンタルヘルス不

調による休務者が増加傾向にあると受け止めている地方公共団体が７８．２％となっているな

ど、地方公務員のメンタルヘルス不調者は近年増加傾向にあることから、これを抑制するため

に、各地方公共団体が地方公務員のメンタルヘルス対策に積極的に取り組むことが必要です。 

このような状況を踏まえ、本年度、安衛協と総務省が連携した「総合的なメンタルヘルス対

策に関する研究会」において、メンタルヘルス対策に関する有識者や地方公共団体の担当者に

も参加いただき議論を行い、地方公務員のメンタルヘルス対策に関する報告書をとりまとめた

ところです。 

各地方公共団体におかれては、この報告書を参考とし、下記事項にご留意の上、総合的なメ

ンタルヘルス対策を着実に実施していただくようお願いします。 

なお、報告書は、総務省のホームページ（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyous

ei/koumuin seido/anzen koumu.html）に掲載しているほか、安衛協から各地方公共団体の安全衛

生担当課に送付していますので参照してください。 

 



各都道府県におかれては、貴都道府県内の市区町村に対してもこの旨周知いただきますよう

お願いします。なお、地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会システムを通じて、

各市区町村に対しても、本件について情報提供を行っていることを申し添えます。 

なお、本通知は、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第59条（技術的助言）及び地方自治

法（昭和22年法律第67号）第245条の４（技術的な助言）に基づくものです。 

 

記 

 

１ メンタルヘルス対策の取り組みの方向性  

 メンタルヘルス不調の要因は様々考えられるため、その対策は、相談体制、人員配置上の配

慮のほか、ハラスメント対策、長時間労働の是正等働き方改革による職場環境の整備など多岐

にわたります。そのため、人事担当部局のみならず、職員の所属する各部局や、職場内外の医

師、保健スタッフ等が連携して取り組む必要があります。多くの関係者が円滑に連携できるよ

う、組織のトップである知事・市町村長のリーダーシップの下、全庁的な取組体制を確保し、

次の事項を総合的に取り組んでいただくようお願いします。 

         

・ メンタルヘルス対策においては、職員個人が取り組む「セルフケア」、管理職が取り組む

「ラインケア」、職場の産業医や保健スタッフが取り組む「職場内の保健スタッフ等による

ケア」、職場外の専門医等による「職場外資源等によるケア」の４つのケアを、相互に連携

して取り組むこと。 

・ 職場の対人関係が原因でメンタルヘルス不調による休務に至るケースが多いことから、メ

ンタルヘルス対策の観点からも、ハラスメントの防止は重要であり、雇用管理上の措置を確

実に講じるとともに、ハラスメントに対する管理職の理解を十分深めること。 

・ 時間外勤務の縮減や、テレワークの活用、年次有給休暇等の取得促進、多様な早出・遅出

勤務等の活用等、働き方改革を積極的に進め、職員の心身の負担を軽減し、より働きやすい

職場に向けて環境整備を進めること。 

 

２ メンタルヘルス不調者に対する段階別対応 

 メンタルヘルス不調者の発生を予防するためには、メンタルヘルス不調の予防と早期発見・

対応が第一段階であるので、このための対策を講じたうえで、メンタルヘルス不調による長期

休務者が発生してしまった場合は休務者への配慮を行うとともに、円滑な職場復帰と再発防止

に向けた対策を講じるなど、それぞれの段階の状況に応じた対策を、継続的かつ計画的に講じ

ることが効果的である。 

                

（１）メンタルヘルス不調者の予防及び早期発見・対応 



メンタルヘルス不調者の発生を防止するためには、まずは予防策を的確に講ずるとともに、

メンタルヘルス不調の兆候を早期に発見し対応することが重要であり、メンタルヘルス不調

を相談しやすい雰囲気の醸成や周囲の配慮、多様な相談窓口の整備及び職員への周知等の相

談機会の確保、管理職の役割の強化、職員の仕事に対するモチベーションの維持と配属先の

ミスマッチの解消、メンタルヘルス不調の原因に応じた対応、研修機会の確保や内容の工夫、

職員へのセルフケアの意識付け、ストレスチェックの有効活用等に取り組むこと。 

 

（２）メンタルヘルス不調による休務者への配慮  

メンタルヘルス不調により休務中の職員の円滑な復帰に向けて、休務中職員の状況を把握

し関係者で共有することや、休務中職員の担当業務のバックアップ等に取り組むこと。 

 

（３）メンタルヘルス不調による休務者の円滑な職場復帰の支援及び再発防止策 

メンタルヘルス不調による休務者が円滑に職場に復帰できることや、再発を防止するため、

復帰に際しての意向確認や復帰後の勤務形態の工夫等により休務者への配慮を行うとともに、

復帰の判断に当たっての関係者の緊密な連携、復帰支援プログラムの策定等、組織的に対策

を講じること。 

 

３ その他対策に当たっての留意事項                        

・ メンタルヘルス対策は重要課題であるということを、首長、管理職はもとより組織全体で

共通認識として、関係者が連携して、メンタルヘルス対策の基本方針や計画を策定するなど、

全庁的に取り組む体制の構築に取り組むこと。 

・ 休務者が増加傾向にある若年層の職員に対しては、きめ細かいメンタルヘルス対策を講じ

ることが必要であり、経験の蓄積のサポート、メンター制度の導入、多様な相談手段及びス

トレスチェックの活用に取り組むとともに、キャリアプランのアドバイスを行うなど若手職

員のモチベーションの維持のための取り組みを行うことが効果的であること。 

・ アンケート調査によると、小規模市町村は、メンタルヘルス不調による休務者が職員数の

５％以上である団体の割合が、全体より高い傾向にある一方で、休務者が０の団体の割合も

高い傾向にあるなど、団体間で差がみられる。小規模市町村においては、メンタルヘルス不

調者の発生による業務への影響が大きいことも考えられることから、それぞれの団体の状況

を踏まえつつ、研修会の共同開催や共通の相談窓口の設置等に連携して取り組むとともに、

各共済組合の相談窓口や、地方公務員災害補償基金及び（一財）地方公務員安全衛生推進協

会のメンタルヘルス対策の事業など外部資源の積極的活用に取り組むこと。また、都道府県

においては、自らの取組の情報提供等により、市町村を支援すること。 

 

 



 

（連絡先） 

自治行政局公務員部安全厚生推進室 

  矢島 
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